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１．概要
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●ガス事業における台風・豪雨での被害傾向
・ガス導管等については大部分が埋設されており、風雨による影響は基本的に受けにくい条件にある。
・一方、近年の台風・豪雨時のような極端な大雨の場合においては、土砂災害に伴う導管の損傷やガ
ス設備の冠水等による二次災害を防止するため、保安措置として供給停止を実施している。
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●都市ガス事業における事業者間の連携
・前述の通りガス事業での被害は少なく、個別事業者での対応が中心である。
・ただし、地震と同様に台風・豪雨災害についても、万が一大規模な供給支障が発生した場合には、
都市ガス業界を挙げての応援体制を確立する事業者間連携の枠組みが既に確立されている。

※第18回ガス安全小委員会（2018年11月6日）資料1-3 一部修正

１．概要

 応援要綱：１９６８年～、業界の枠組み、災害時等の相互救援を規定

 連携協力ガイドライン：２０１６年～、国の指針、自由化後の導管・小売の連携を規定



○一般導管ガス事業者における供給支障の発生
豪雨による差し水、土砂崩れ、浸水被害により、７事業者において小規模の供給支障事案が同時多発（最大290戸）

○道路法面崩落による一般導管ガス事業者の中圧導管の露出
道路法面の崩落により中圧A導管の一部が露出

○小売事業者における供給支障（旧簡易ガス）
倉敷市において、３団地が冠水したことにより供給支障（最大307戸） 3

２．近年の台風・豪雨による被害状況（平成30年7月豪雨）

・ガス事業の供給支障は約600戸（都市ガス290戸、旧簡易ガス307戸）と影響は限定的であった。

（出展）第2回 産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会 資料2（参考：ガス事業における被害）
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（出展）第3回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 資料1

２．近年の台風・豪雨による被害状況（令和元年台風第15号）

電力 水道 固定回線 ガス

約93万戸 約14万戸 約18万戸 0

（参考：各ライフラインにおける支障件数）
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電力 水道 固定回線 ガス

約52万戸 約17万戸 約1万戸 約0.2万戸

（参考：各ライフラインにおける支障件数）

２．近年の台風・豪雨による被害状況（令和元年台風第19号）

（出展）第3回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 資料1



●令和元年台風１５号
○一部エリアで継続可否の確認に時間を要したものの、供給支障等の被害は発生していない。
（参考：○東京ガス佐倉支社が都市ガスを供給している四街道地区において、停電の影響により卸供給元である他社からの卸供
給が停止。他の卸供給元からのバックアップ供給により、都市ガスの供給は継続。）

●令和元年台風１９号
○東京ガス：ガス整圧器（地区ガバナ）の水没による供給停止 最大206戸（10月13日に復旧）
○仙台市ガス局：擁壁崩れに伴う供給管・支管損傷による供給停止 2か所5戸（10月14日に保安措置）
○長野都市ガス：ガス整圧器（地区ガバナ）の水没による供給停止 最大900戸（10月22日に復旧）
○常磐共同ガス：差し水による供給停止 最大131戸（10月13日に復旧）
○石巻ガス：差し水による供給停止 最大8戸（ 10月14日に復旧）
○ながの農業協同組合：団地冠水による供給停止 312戸（10月15日以降、住民の帰宅に応じてガス供給を再開）
○橋本産業：特定製造所の水没により、安全のため供給停止 17戸（10月17日に復旧）
○東部ガス：河川増水により、橋梁添架管（中圧）が一部折損したため、使用を停止。別系統によりガスの供給は継続していたが、
10月21日、仮説配管敷設により使用再開。

○国際石油開発帝石：河川増水により、ガス導管を添架している橋台が崩落したため、当該区間を遮断して安全を確保。ガス供
給は別系統により継続。

6

２．近年の台風・豪雨による被害状況（令和元年台風第15号、第19号）

・台風第15号は供給支障無し、第19号の供給支障は約1600戸（都市ガス約1300戸、旧簡易ガス
約300戸）と影響は限定的であった。

（ガス事業における被害）
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●長野都市ガスにおいて、千曲川氾濫により供給エリアの一部が面的に浸水
●二次災害を防止するため、10/13に900戸の供給停止を実施
●浸水していない北ブロックでは10/15、浸水している南ブロックでは立入規制解除後に作業着手し、

10/22に復旧完了※
※特に浸水被害の甚大な需要家ならびに、需要家都合等により供給を再開できない需要家を除く

（参考）令和元年台風１９号における対応事例

※長野都市ガスHP抜粋



●台風・豪雨により生じるガス事業における被害の留意点
・ガス導管等については大部分が埋設されていることから、風雨による影響は基本的に受け
にくい条件にあるが、極端な豪雨時には、土砂災害に伴う導管の損傷による供給支障やガス
設備の冠水等による二次災害を防止するための保安措置として供給停止が発生する場合があ
り、また、比較的小規模な供給支障が同時多発する傾向がある。

・近年の台風・豪雨のような極端な大雨の発生が今後も想定されることから、台風・豪雨に
対する対応の向上を図ることが望ましい。

●台風・豪雨に対する対応の向上に向けた取組みの観点と対応
・事故報告対象未満の比較的小規模な供給支障等であっても、台風、豪雨災害のような場合
には、被害が同時多発する場合があることから迅速に被害情報を収集し、被害の全体像を把
握することが、その後の復旧活動のためには重要である。このため、被害情報の共有に係る
認識・役割を整理し、自律的な情報集約・把握が行える機能を整えることが望ましい。
➢ 台風、豪雨に伴う被害の適切な共有 ⇒ ①新たな情報収集体制の整備

・自治体等が策定しているハザードマップにおける土砂災害、内水氾濫等の想定地域内に設
置されているガス工作物の所在の再確認し、台風・豪雨による被害が生じた場合には、適時
適切に保安措置を行えるようにすることが望ましい。
➢ 保安措置としての供給停止の確実な実施 ⇒ ②土砂災害、内水氾濫等の想定地域内に

設置されているガス工作物の再確認
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３．今後の台風・豪雨に対する対応の向上に向けた取り組み



●報告ルールの概要

【実施内容】：通常の事故報告対象以外のMETI報告を実施 ⇒ 臨時対応

【発動条件・対象事業者】：
供給エリアにおいて、下記の（１）又は（２）の状態となった場合、臨時対応を開始
（１）警戒レベル４相当の「土砂災害警戒情報」等が概ね４時間以上継続発表
（２）市町村から警戒レベル4「避難勧告」や「避難指示（緊急）」が発令

【報告・確認経路】：事故報告と同じ経路
（事業者⇔保安監督部（日本ガス協会、日本コミュニティガス協会に同報）⇔安全室）

【報告対象】：発動条件に記載のエリアで発生した明らかに台風影響と判断される下記事象
①土砂崩壊等による本支供給管の折損に伴う30戸未満の供給支障（10戸単位）
②早急に防護が必要と判断される高圧・中圧の導管露出
③供給支障に至る卸供給の途絶等

①新たな情報収集体制の整備
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●台風、豪雨災害時の事故報告対象未満の小規模な供給支障事案についても、迅速に被害情報を
収集し、被害の全体像を把握するために被害情報の共有に係る認識・役割を整理し、事業者に
よる自律的な情報共有ルールを整備。一般導管事業において、2020年4月より運用開始（ 簡
易ガス事業は2020年以降、地域毎に順次運用開始予定）。



②ハザードマップ確認
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●行政庁が策定しているハザードマップを活用し、土砂災害、内水氾濫等の想定地域内に設置さ
れているガス工作物の所在の再確認、把握しておくことにより、被害発生時には迅速な保安措
置を実施する。

洪水ハザードマップのイメージ図 （出展）千代田区ＨＰ
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